
建築確認申請前の都市計画道路に関する手続きフロー

計画する建築物が建築限界線に抵触する。

53条許可申請

はい いいえ

計画する建築物は、53条許可の条件を満たしている。
【53条許可の基準(都市計画法第54条)】

・階数が２階以下で地階を有しない。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造。
・容易に移転、もしくは除却することができるもの。

※階数が３階以下まで許可される区域もありますので、申請前に
窓口にご相談ください。

幅員指定
(建築限界線(※２)を指定)

建築不可 道路合議
(建築制限なし)

計画する建築物(※１)が都市計画道路に抵触又は近接する。
（近接：計画する建築物と都市計画道路の離隔が1.5ｍ未満）

※１ 建築物：【建築基準法第２条第１号に定める建築物】
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のもの
を含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作
物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷
地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類
する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

※２ 建築限界線：都市計画道路に抵触する恐れのない区域を示す線
（都市計画道路の線を示すものではありません。）

幅員指定
(建築限界線(※２)を指定)

道路合議
(建築制限なし)

約１日間

約１か月

約１週間

計画する建築物が建築限界線に抵触する。

道路合議
(建築制限なし)

約１か月

約１日間

約１日間

53条許可申請

約１週間

はい

いいえ

建築限界線(※２)を知りたい場合は、幅員指定の
申請を出すこともできます。
幅員指定の申請を出す場合のフローは下記のとおり

はい いいえ

はい いいえ


